
「 被 害 者 支 援 活 動 を ご 存 じ で す か ！ 」

【犯罪被害者支援県民のつどい】
犯罪によって夫を亡くされたご遺族をお招きし、犯罪が被害者とその家族等にどのよう

なことを引き起こしてしまうのか等をお話し頂きます。今、社会全体で被害者を支え、被

害者も加害者も出さない街づくりのために何が必要か、犯罪被害者の生の声に触れること

で、一緒に考えていきましょう。

「東日本大震災の中での被害者支援活動」
報告者：(社）みやぎ被害者支援センター 事務局長 大場精子氏

「愛と希望の調べ」
チェロ演奏：増川大輔 氏 ピアノ演奏：須藤恵美子 氏

基調講演「被害者遺族の声」
講師：（公社)被害者支援都民センター自助グループ 廿楽奈穂美 氏

※ 平成13年６月、近所に住む男から夫が刺殺される。翌年３月より

自助グループに参加。現在は警察署での講演活動も行っている。

【日 時】 平成２３年１１月２５日(金) 午後１時３０分～

【場 所】 山形国際交流プラザ ビッグウィング ２階大会議室

【入場料】 無料

【主 催】 山形県、（社）やまがた被害者支援センター

【共 催】 山形県警察本部、山形県被害者支援連絡協議会

【問合せ】 山形県警察本部警務課犯罪被害者支援室ほか
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【犯罪被害で悩んでいませんか】

警察本部 犯罪被害者支援室
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（社）やまがた被害者支援センター

＜相談用電話＞ ０２３（６４２）７８３０
な や み ぜ ろ

＜曜日＞ 月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く)

＜時間＞ 午前１０時～午後４時

＜ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ＞ http://www.yvsc.jp

犯罪や交通事故に遭われた被害者とその家族のための支援団体です。

電話相談の他、面接相談(相談員の他、必要に応じて弁護士や臨床心理士等が対応）、

直接的支援活動等を行っています。

直接的支援活動とは、被害に遭われたご家族への支援としてご自宅への訪問支援、

情報の提供、病院・警察署・検察庁・裁判所等への付き添い等を行います。


